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井林たつのり ▼

ポスター掲示を
お願いします。

衆議院議員 井林たつのり
生年月日 昭和５１年７月１８日
住 所 藤枝市本町
本 籍 榛原郡川根本町（お茶農家）
【経歴】京都大学工学部卒業、同大学院環境工学修了
平成１４年より国土交通省勤務、平成２２年６月退官
平成２４年１２月初当選（四期目）
平成２８年８月環境・内閣府大臣政務官
令和３年１１月自民党 財務金融部会長
令和５年９月内閣府副大臣
静岡県サッカー協会中西部支部 会長
【家族】妻・長女・次女
【趣味】野球、水泳 【好物】焼魚、白米、お茶

令和４年の党員獲得
優秀表彰を頂きました！

“井林たつのり”のスマイルメッセージ
第1・第3・第5<水曜日>ＦＭ島田（76.5MHz）

放送；8:10～再放送；18:35～
ネットでも聞けます（http://www.jcbasimul.com/）

お名前
※入党は個人名のみとなります。
住所 〒 -

TEL/ FAX 生年月日

FAX ０５４－６３９－５８０２

自民党大逆風です。こんな時だからこそ、政治を立て直す！その
時に多くの党員に支えて頂けることが発言力につながってまいりま
す！真に国と国民の為に働く政治を実現します！是非入党して政治
の刷新にお力を与えてください。党費は年4,000円（家族党員2,000
円）です。下記FAX頂くか、電話(054-639-5801)又はメール(office@t-
ibayashi.com)でお伝えください。

ご支援をお願い申し上げます

副大臣の
仕事

日銀と政府の橋渡しを行います
～日銀の金融政策決定会合に出席～

内閣府副大臣として私の担当に「経済財政政策」があります。
経済政策は日本銀行とも緊密な連携が必要です。そのため、日本
銀行の金融政策決定会合にも政府を代表して出席します（会議冒
頭が放送され「見たよ！」との電話も多くいただきました！）。
政策決定会合はマーケットへの影響が大きいため、携帯の持ち

込み禁止や会議資料の徹底した回収等の機密保持が非常に厳しく
行われています。また、議事要旨は一ヶ月以上後、議事録は１０
年後公表の為、内容は詳しくお伝え出来ず申し訳ありません。
日本銀行の植田総裁は牧之原市の出身であり、親近感を強く感

じています。植田総裁率いる、日銀の独立を守りつつ、政府・日
銀の政策連携が円滑に行くように努めて参ります。目標は経済の
安定的な成⾧と、それを実感出来る国民生活の実現です。
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たつのり 危険運転致死傷罪厳格化！
～副大臣就任まえの議論が形に～

危険運転による交通事故の厳罰化の経緯
「交通事故は事故に遭われた方は不幸。しかし、交通事故を起こした方も不幸」だからこそ、注意して
運転するように。と言われ、教えてこられました。しかし、これはある程度適切な運転をしている場合に
限ります。
世の中では、考えられないような危険な運転をするドライバーがいて、不幸にもそうした不心得なドラ
イバーによる事故で尊い命を落とされたり、身体に障害を負う方々がいらっしゃるのも現実です。ご遺族
や被害者から刑罰が軽すぎる、厳罰化を求める声が多く上がりました。そこで、極めて危険な運転を行い、
事故を起こした方への罰則として「危険運転致死傷罪」が平成１３年に制定されました。

しかし課題が残っています。犯罪の条件が、以下
のようになっており
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が
困難な状態で自動車を走行させたこと
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走
行させたこと
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行さ
せたこと
④人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自
動車の直前に侵入し、その他通行中の人または車に
著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせ
る速度で自動車を運転したこと
⑤赤色信号またはこれに相当する信号をことさらに
無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度
で自動車を運転したこと 等
「制御することが困難」「制御する技能を有しな

い」「ことさらに無視」など曖昧で立証が困難な状
況です。そのため、危険運転致死傷罪で起訴されな
い・裁判で棄却される場合も生じています。

政治主導で危険運転の厳罰化を前進させる！
２０２０年１０月から副大臣就任まで、自民党の交通安全特別調査会の
事務局⾧を務めてました。そこで、この問題を取り上げ、政治主導で議論
を行い、党の提言を受けて、法務省が検討会を立ち上げました。

【業務上過失致死】
５年以下の懲役もしくは禁固又は１００万以下の罰金（平成１７年以降は７年以下の懲役）
↓平成１３年に新設
【危険運転致死傷罪】
死亡させた場合に1年以上15年以下の懲役、負傷させた場合に10年以下の懲役（罰金刑無し）
平成１７年厳罰化→死亡させた場合1年以上20年以下の懲役、負傷させた場合15年以下の懲役

危険運転の厳罰化の経緯

危険運転致死傷罪の問題点

読売新聞2023年8月22日朝刊

マスコミも注目大！
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①最高速度を大幅に上回る死傷事犯の処罰を可能にする措置
（規制速度の２倍等明確な基準）
②飲酒運転は一律に危険運転致死傷罪とする
③赤信号無視は「殊更」を削除
④スマートフォン等のながら運転の厳罰化も検討すべき
危険運転の厳罰化を通じて、事故の無い安全な社会実現に向けて政治主
導で取り組んでいきます！


